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．検討の目的Ⅰ

ダム、頭首工、農業用用排水路などの農業水利施設は、国民に安定的な食料の供給を

行う農業生産面の役割を果たすだけでなく、水資源の涵養や洪水防止などの多面的機能

を有する重要な社会共通資本である。これまで土地改良事業によって造成された農業水

利施設の資産価値は約２５兆円に及び、これらの施設の多くは受益農家によって構成さ

れる土地改良区によって管理されている。

しかしながら、都市化・混住化の進展、農家の高齢化や組合員の減少、農産物価格の

低迷による農家所得の減少等の社会経済情勢の変化により、土地改良区による施設の適

正な維持管理が困難になりつつある。

このような状況の中で、施設を適正に管理し、多面的機能の発揮を促す観点から、国

営造成施設等の基幹的な農業水利施設を管理する土地改良区の管理体制を整備するた

め、平成１２年度から国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）を実施し

ており(平成１２年度～平成１６年度)、これにより、農業水利施設の有する多面的機能

の発揮及び環境への配慮等に対応した土地改良区の管理体制の整備が進みつつある。

しかし、地域住民等からの多面的機能発揮に対する要請が年々高まる一方で、担い手

農家への農地集積等による集落構造の変化は著しく、多面的機能の発揮のための管理水

準の確保等について、土地改良区による安定的な取組みが困難な状況も見られる。

このようなことから、本事業のこれまでの５年間の成果について取りまとめて評価を

行うとともに、本事業による今後の支援のあり方について検討を行うものである。
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○その他の施設

○基幹水利施設
　　用排水路：13,890カ所
　　管理設備：208カ所
　　貯水池：1,118カ所
　　頭首工等：3,047カ所
　　用排水機場：2,737カ所

注 ：農業水利施設の再建設費ベースによる評価算定

基幹水利施設は、受益面積の100ha以上の農業水利施設

（兆円）

○農業水利施設のストック

出典：「農業水利施設状況調査」及び補足調査による推計(H14.3)
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．事業の成果と課題Ⅱ

１．農業水利施設の管理の現状

（１）施設管理の状況

農業水利施設は、ダム、頭首工等の基幹施設から末端施設までの一連の施設が適

正に管理されて、はじめてその機能を発揮するが、その管理は、土地改良区、水利

組合等の農家組織、集落、個々の農家と重層的に行われている。具体的には、頭首

工等の基幹施設については、土地改良区が中心となって配水・分水操作や点検整備

等の管理を実施し、末端施設については、農家組織、集落、個々の農家が草刈り、

浚渫等の管理の多くを実施している。

頭首工等

（3,047カ所）

管理設備

（208カ所）

用排水機場

（2,737カ所）

用排水路

（13,890カ所）
貯水池（ダム等）

（1,118カ所）

貯水池

頭首工

機場等

（7,110カ所）

注：受益面積の100ha以上の農業水利施設

出典：「農業水利施設状況調査」及び補足調査による推計(H14.3)

○農業水利施設の種類
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出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１４年度末）

○国営造成施設の管理主体別の構成比

＜ダム・頭首工等＞ ＜農業用用排水路＞
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国営事業や県営事業等によって造成された施設についても、その受益者である農

。 、家によって構成される土地改良区が管理することを原則としている しかしながら

大規模なダム、排水機場といった公共性の高い施設については、都道府県、市町村

。 、等が管理を実施している場合も少なくない 本事業を実施している地区においては

、 、 、 。３割のダム ２割の用排水機場について 都道府県 市町村が管理を実施している

このような中で、国は、国営事業で造成された施設のうち特に公共性の高い一定

規模以上の施設について、それら施設の機能をより適切かつ効果的に発現させるた

め、国の直轄管理や地方公共団体による管理に対する助成を実施している（国営造

成施設県管理費補助事業、基幹水利施設管理事業 。）

○施設管理の状況

○農業水利施設の管理と支援の枠組み

　公共性の高い施設に対し
　管理費を助成

・国営造成施設県管理費補助事業
・基幹水利施設管理事業　　　　　　

公　的　管　理 公　的　支　援

国　

に　

よ　

る　

管　

理

県　

に　

よ　

る　

管　

理

市 

町 

村 

に 

よ 

る 

管 

理

国　　営　　造　　成　　施　　設

土地改良区等
による管理

県・市町村
の管理

県・団体営造成施設

管理に対する支援

　　・管理体制の強化

　　・施設機能維持の適正化

　　・施設の長寿命化対策の推進・直轄管理事業

・草刈り、浚渫
・排水調整

用　水

・施設操作
・緊急時対応
・点検整備

・施設操作
・緊急時対応
・点検整備

・施設の補修 ・施設の補修

水管理組合

集落
農家

・配水調整、操作
・草刈り、浚渫
・点検

・夫役への参加

排　水

河
川

Ｐ

・草刈り、浚渫
・配水調整

ダム 頭首工

用水機場

分水工

排水機場

合流工

Ｐ

・草刈り
・浚渫
・点検

・夫役への参加

土地改良区による管理土地改良区による管理

公的管理 地域（農家組織、集落、個々の農家）
による管理

公的管理

・農地の利用向上　・耕作放棄の発生防止
・水路や農道の補修や清掃
・用排水調整　　　・洪水時の排水操作

農 地

土地改良区
施設管理人
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（２）維持管理対策

このような公的管理を行っている国営造成施設等を別に、基幹的な農業水利施設

の維持管理は土地改良区が担っているが、その経費の多くは受益者からの賦課金と

夫役によって賄われている。

近年、施設の老朽化による整備補修費の増大、集落機能の低下による土地改良区

の管理負担の増大、農村地域の都市化・混住化による清掃費用の増大等の様々な要

因により、維持管理費は年々増加する傾向にある。

このような状況に対応し、施設が有する機能を適切に発揮するため、国は、土地

改良区に対し、施設機能の維持のための修繕保全、施設の長寿命化のための予防保

全対策、担い手農家への農地集積に対応した施設の合理化・省力化対策など、施設

の整備補修に対する支援を実施している。

また、国による支援以外にも、市町村等は、直接施設の一部の維持管理を行って

いるほか、土地改良区に対して、独自の財源による施設の整備補修や維持管理費に

対する助成、職員の派遣や事務所の貸与などの支援を行っている。

一方で、土地改良区は、行政からの支援に頼るだけでなく、排水の受け入れなど

施設の他目的使用料として組合員以外からも便益に応じた費用負担を徴収したり、

土地改良施設を有効利用するための附帯事業を実施するなどの取組みにも努めてい

る。

老朽化した施設

水路の清掃作業
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○農業水利施設の管理の課題と支援策

○農業水利施設の維持管理に関係する国の支援施策

施設の老朽化

施設の更新

施　

設　

の　

管　

理　

負　

担　

の　

増　

嵩

組合員の減少、高齢化
担い手農家への農地集積

混住化の進展

多
面
的
機
能
発
揮
の
要
請

     予防保全対策の実施 
     施設の修繕保全

施設管理の自動化・省力化

農業水利施設の

地域による管理

地方公共団体による
支援

市町村等による管理

土地改良区に対する支援

    
    国営かんがい排水事業
    県営かんがい排水事業
    基盤整備促進事業

    国営造成水利施設保全対策事業
    農業水利施設保全対策事業
　 土地改良施設修繕保全事業
　 土地改良施設維持管理適正化事業

    
    新農業水利システム保全対策事業

非農家の管理参画

便益に応じた費用負担

維持管理活動への参画

国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）

土地改良施設維持管理適正化事業　１，５０９地区　１６０万ha

施設の更新

維持管理への支援

大規模施設 小規模施設

国営かんがい
排水事業
４１地区
３２万ha

県営かんがい
排水事業
250地区
２５万ha

基盤整備促進事業
514地区
３万ha

国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）
２６７地区、１２８万ha

中山間地域等直接支払制度
３万４千協定、６６万ha

団体営造成施設国営造成施設 県営造成施設

（ハード）

（ソフト）

新農業水利システム保全対策事業　２８３地区　１５万ha

国営造成水利施
設保全対策事業
17地区、６万ha

農業水利施設
保全対策事業

52地区、21万ha

土地改良施設
修繕保全事業
19地区、２万ha

※地区数、面積等はＨ１６年度ベース

資源保全施策において検討

直轄管
理事業 国営造成

施設県管
理費補助
事業
  28地区
  22万ha

基幹水利
施設管理
事業
  229地区
  60万ha

 ６地区
 ７万ha
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（３）国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）

こうした状況の中、農業水利施設の発揮する多面的機能に着目して、国営造成施

設等のうち土地改良区が管理しているものについて、その管理体制の整備を支援す

るのが国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）である。

農業水利施設は、食料の安定供給の確保のほかに、地域の排水を受け入れて安全

に流下させる洪水防止機能や防火用水、消流雪用水としての地域用水機能など、様

々な役割を果たしており、これらの受益は非農家まで及んでいる。このような機能

、 、は 土地改良区による施設の適正な維持管理を通じて発揮されているものであるが

都市化・混住化の進展、組合員の減少や高齢化によりその管理体制が揺らぎつつあ

る。

、 、 、このため 土地改良区に管理委託されている国営造成施設については そもそも

財産権を国が有する国有財産であること、これらの地域は国営造成施設を中心に様

々な土地改良投資がなされた優良な農業地域であり、安定的な食料供給を確保する

ためにはその農業水利ストックを適切に保全管理していく必要があること等を踏ま

え、国が県、市町村とともに、土地改良区が適正に管理できるような体制作りを支

援するものである。

本事業では、まず、多面的機能を良好に発揮するための管理水準、それを実現す

るための管理体制の目標を定めた管理体制整備計画を策定する。次に、地域住民の

農業水利施設の有する多面的機能に対する理解を深めつつ、管理参画を促すための

推進事業として、土地改良区や市町村、自治会等の関係者で構成する推進協議会を

設立して活動することとしている。

このような事業に取り組み、管理体制を整備する地区に対しては、支援事業とし

て、土地改良区が国営造成施設等を管理している維持管理費に対して多面的機能に

係わる部分について、国がその２分の１を補助し、施設の適正な維持管理を図るこ

ととしている。

○事業の仕組み

　

夫役による維持管理等集落
機能の低下

●管理体制整備計画の策定（計画策定事業）

　 ・新たな管理水準、そのための管理体制等の目標
  を定め、実現方策を策定

都道府県

●管理体制整備の推進活動（推進事業）

　 ・関係者による推進協議会を設立し、計画の策定、
  計画の実現を支援

都道府県、市町村

●管理体制の整備・強化に対する支援（支援事業）

　 ・維持管理費のうち多面的機能発揮に係る経費
 （0.6/1.6=37.5%）を支援

都道府県、市町村

国営造成施設管理体制整備促進事業

（管理体制整備型）

国約31億円

（平成16年度）

・洪水防止機能
・生活用水機能
・防火用水機能
・消流雪機能 等

国営造成施設等

の適正な管理に

よる機能維持

食料の安定供給
の確保

 多面的機能
の発揮

国

支援

排水処理、ゴミ処理等管理
負担の増大

農業・農村の現状

都市化・混住化の進展

組合員の減少
高齢化の進展

親水空間の形成 地表水の受け入れ

農業用水の安定確保と
ともに、

の発揮
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２．国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）の成果

（１）多面的機能の発揮の促進

本事業は、全国で２６７地区、４１道県で実施されており、その受益面積は、１

地区平均約４千８百ha、全国で約１２８万ha（全国農地の約２７％）に及ぶ。

本事業の実施により、全国２６７地区の事業地区において、農業水利施設の適正

な維持管理を通じて、洪水防止機能、地域用水機能などの多くの多面的機能の発揮

が促進されている。

このような多面的機能の発揮を促進するため、施設の管理主体である土地改良区

は、約７割の地区（１９７地区）で施設周辺の環境整備に、約６割の地区（１４７

地区）で施設の点検・見回り等の強化に取り組んでいるほか、約４割の地区（９５

地区）では操作方法の変更等の管理水準の高度化にも取り組んでいる。洪水防止機

能の発揮促進のためには、気象状況に応じたきめ細かい取水・分水操作が、地域用

水機能、水質浄化・生物多様性保全機能等の発揮促進のためには、非かんがい期の

通水確保が必要となるなど、多面的機能の種類に応じた管理方法の改善を行ってい

る。

また、多面的機能を発揮するための管理水準を実現するため、約２割の地区（５

１地区）で土地改良区の組織体制の再編を図っているほか、土地改良区の合併・統

（ ） 。 、 （ ）合に取り組む地区も１割以上 ３５地区 ある さらに 約４割の地区 ９４地区

で農家の中から任命している施設管理人の体制強化に、３割を超える地区（８９地

区）で水管理組合等関連組織との連携強化に取り組むとともに、約３割の地区（７

８地区）で非農家の管理参画を促進するなど、管理体制の強化に努めている。

特に、非農家の管理参画については、推進協議会において、施設見学会や生き物

調査等のイベントなど様々な啓発活動を実施し、農業水利施設の有する多面的機能

に関する理解を増進させることにより、自治会や地域活動団体などの非農家の管理

参画の促進を図っている。

実際に、Ｓ地区では、小学生を対象として、農業水利施設に関する出張授業や水

路の生き物調査を行うことにより、小学生による水路の環境整備活動が行われるよ

うになった。また、Ｙ地区では、小学生やその保護者を対象とした施設見学会のほ

かに、ホタルの観察会や放流イベントを実施することにより、地区内のボランティ

ア団体が自主的に水路の清掃活動を行うようになるなど非農家の管理参画が促進さ

れている。

さらに、本事業によるこの５年間の取組みによって、非農家が管理に参画するた

めの協定締結や組織化の動きも見られる。Ｉ地区では、アドプトシステム を導入※

し、町、土地改良区、地元企業が管理協定を締結することによって、それぞれが役

割を分担しながら施設管理を実践するようになった。また、Ｔ地区では、これまで

農家によって構成されていた水利組合を、地域住民を巻き込んだ組織に再編し、地

域が一体となって水質や景観に配慮した管理を実施するようになるなど、地域全体

で施設を管理する仕組みが醸成されつつある。
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○推進協議会による活動事例

Ｓ地区の事例

・ Ｓ地区では、小学生を対象とした農業水利施設の機能についての出張授業や水路に生息する生き

物の調査を実施

・ その活動を契機に、小学生による水路の環境整備活動が行われるなど、地域住民の管理参画が促

進されている

出張授業 生き物調査 水路の環境整備活動

○本事業により機能の発揮が促進された多面的機能

188

188

158

143

110

69

68

0 50 100 150 200

洪水防止

地域用水機能（防火・消流雪）

良好な景観を形成

水質浄化・生物多様性保全

環境教育・保健休養

その他

土砂崩壊防止・地下水涵養

（地区数）

○管理体制の強化内容

51

35

94

89

78

15

49

0 20 40 60 80 100

土地改良区の組織体制の再編

施設管理人等の下部組織の体制強化

自治会等非農家の参加を促進

その他

（地区数）

土地改良区の合併・統合

水管理組合等関連組織との連携強化

地域活動団体や都市部の住民の参画
を促進

○推進協議会の活動内容

209

189

158

88

32

22

0 50 100 150 200 250

パンフレットの配布、看板等の設置

アンケート実施

施設見学会等の実施

イベントの実施

マスメディアを利用した広報

その他

（地区数）
○管理方法の改善内容

197

147

131

95

104

0 50 100 150 200 250

施設周辺環境の整備の強化

施設の点検・見回り回数の増加

操作回数の変更

操作方法の変更

その他

（地区数）

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）
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Ｙ地区の事例

・ Ｙ地区では、小学生やその保護者を対象とした施設見学会のほかに、用水路に生息するホタルに

ついての学習会やホタルの幼虫の放流イベントなどの啓発活動を実施

・ その結果、地区内のボランティア団体が自主的に水路の清掃活動を実施するなど非農家の管理参

画が促進されている

施設見学会 学習会 ホタルの放流イベント

○非農家の管理参画の事例

地区の事例Ｉ

・ 地区の円筒分水工は、地域を象徴する歴史的な施設であるうえに、施設周辺には親水公園がＩ

整備されており、地域住民の憩いの場となっている

・ この地域の共有財産といえる施設を地域が一体となって管理するため、アドプトシステム を
※

導入し、町、土地改良区、地元企業が、役割分担を明確にした上で、施設周辺の環境や景観に配慮

した管理を実現

円筒分水工 建設業協会による清掃活動

※ アドプトシステムとは、市町村等が管理する公共施設を養子に見立て、市民に里親になってもらい、

清掃などの維持管理活動を行ってもらう制度

環境保全のための草刈
り・清掃の実施

建設業協会

アドプトシステムによ
る協定締結

処理されたゴミの収
集・処理

町

○協定締結による役割分担を明確化した上で、管
　理活動を実施

ＰＲ看板の設置
清掃器具の貸出し

土地改良区

協定締結
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Ｔ地区の事例

・ Ｔ地区では、施設周辺地域の混住化が進展しており、地域住民からの水質の改善や良好な景観の

形成に関する要望に対応するため、農家によって構成されるＴ堰水利組合から、地域住民を巻き込

んだＴ堰愛護組合へ組織を再編

・ Ｔ堰愛護組合は、農家と地域住民が一体となって、草刈り、清掃、浚渫を実施

２）多面的機能の発揮が広範囲に促進された地区の傾向（

本事業の成果を検証するため、事業実施地区を多面的機能の発揮が広範囲に促進

された地区（上位の４５地区）とそれ以外の地区（中位の１１５地区、下位の１０

７地区）とにカテゴリー化し、それぞれを比較すると、上位地区では、施設の操作

回数の増加や施設の点検・見回りの強化など施設操作・点検の面での管理水準の高

度化に、より積極的に取り組んでいる。特に、多面的機能の発揮を促進するための

施設操作の変更については、下位地区の約２割に対し、上位地区では、９割近い地

区で操作回数を増加させ、管理の高度化を図っている。

管理体制の強化については、上位地区と中位・下位地区を比較すると、上位地区

では、土地改良区の組織体制の再編や下部組織・関連組織の強化のほか、非農家の

管理参画の促進に、より積極的に取り組んでいる。下位地区の約１割に対し、上位

地区では、６割を超える地区で、非農家の管理参画を促進するための取組みを行っ

ている。

推進協議会の活動については、上位地区と中位・下位地区を比較すると、パンフ

レットの配布やアンケートの実施等の啓発活動では大きな差異はみられないが、具

体的な管理参画を促すクリーン大作戦等の取組みは上位地区で実施している地区が

多い。下位地区の約２割に対し、上位地区では、６割に及ぶ地区で、管理参画イベ

ントを行っている。

施設周辺の地域住民農家

一体となって施設の草刈り、清掃、浚渫を実施

Ｔ堰愛護組合

農家によって構成される組織

Ｔ堰水利組合

既存組織の再編

組織再編

○水質改善や良好な景観の形成に対応した管理を実現

非農家と一体となった清掃・浚渫
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今後、管理体制強化の目標達成に向けて取組みを実施するにあたって、多面的機

能発揮のための操作や非農家の管理参画の促進等の点で、中位・下位地区は、上位

地区の水準に到達するような取組みを行っていく必要がある。

３．事業の課題

本事業の実施により、農業水利施設の有する多面的機能に対する理解が深まり、非農

家の管理参画が進みつつあるが、土地改良区による施設管理を地域で支えてきた施設管

理人や水管理組合の現状について、今回調査した結果を踏まえると、非農家の管理参画

をさらに促進するとともに、その参画の仕組みをより安定的なものとしていく必要があ

る。

○推進協議会の活動内容

その他

マスメディアを利用した広報

管理参画イベントの実施

施設見学会の実施

アンケート実施

パンフレットの配布、
看板等の設置 91%

78%

80%

60%

29%

16%

78%

34%

7%

19%

6%

53%

71%

7%

69%

64%

54%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（実施地区数の割合）

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

注意：上位地区、中位地区、下位地区は、
　　　発揮が促進された多面的機能の種類
　　　によって区分

上位地区

中位地区

下位地区

○管理水準の高度化 ○管理体制の強化

土地改良区の組織
体制の再編

下部組織、関連
組織の強化

非農家の管理参画
の促進

96%

82%

87%

60%

78%

60%

55%

35%

55%

35%

21%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設周辺環境の整備
の強化

施設の点検・見回り
回数の増加

操作回数の増加

操作方法の変更

56%

69%

62%

30%

52%

33%

18%

46%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（実施地区数の割合） （実施地区数の割合）
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（１）施設管理人、水管理組合の高齢化

土地改良区は、国営事業や県営事業で造成された基幹的な農業水利施設を中心に施

設管理の大宗を担っているが、分水工等の配水・分水操作や水路の浚渫・清掃をはじ

めとした日常的な施設管理については、施設管理人や水管理組合等の協力を得ながら

行っている。

施設管理人とは、主に農家で、土地改良区から任命・委託され、分水工等の配水・

分水操作、施設周辺の清掃等の管理を実施している者の総称で、水管理人、水番、堰

守、水利管理人など、地域によって様々な名称で呼ばれている。

水管理組合とは、主に農家によって構成され、土地改良区から委託されて、用・排

水路や分水工等の施設の草刈り、浚渫、保守・点検、補修等の管理を実施している組

織の総称で、配水委員会、水利組合、水路保護組合、管理組合など地域によって様々

な名称で呼ばれている。

土地改良区から委託され管理を実施している施設管理人、水管理組合は、ともに施

設管理の重要な役割を担っているが、高齢化の進展、組合員の減少等の課題を抱えて

いる。

施設管理人については、６０歳以上が約７割を占めており、今後、施設管理人の世

代交代を迎えるにあたり、施設管理人の安定的な確保が大きな課題となっている。一

方で、農業構造改革を推進し、担い手農家へ農地を集積していく中で、地域の担い手

農家に施設管理人を任せることは、その農地が複数集落に散在していること等から、

難しい状況となっている。

水管理組合については、６０歳以上の組合員が過半を占めており、今後、組合員の

高齢化や減少により、管理活動に参加する要員確保が困難になるなど、その維持が困

難な状況となっている。

施設管理人よる配水・分水操作 水管理組合による水路の浚渫
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（２）非農家の管理参画

こうした状況の中、施設の管理業務を外部委託することが考えられるが、施設管理

人及び水管理組合ともに無償または低額の手当・委託費で施設の管理を実施してお

り、外部委託した場合はその２倍から３倍のコストが掛かることから、現在の作業を

専門業者へ外部委託することは困難な状況にある。

一方、混住化の進展の中で、地域住民からの農業水利施設の有する多面的機能の適

切な発揮に対する要求はますます高まっており、施設管理に関する周辺住民のクレー

ムとともに、その内容は複雑化・多様化している。

このような状況を踏まえると、農業水利施設の多面的機能の恩恵を受けている非農

家について、受益と負担の不整合を解消するため、施設管理への参画を促していくこ

とは極めて重要である。このため、本事業の実施地区においては、このような取組み

を鋭意進めてきたところであるが、これまでのところ、クリーン大作戦の実施など土

地改良区が非農家を管理に参画させるための様々なイベントを仕組んで実施している

場合が少なくない。今後、非農家の管理参画を安定的、継続的なものにしていくため

には、イベント的な管理参画から日常的な管理参画へ発展させていくことが必要とな

る。

○施設管理人の年齢構成別割合

～49歳

9%

60～69歳
42%

80歳～

3%

50～59歳

24%

70～79歳

22%

○水管理組合員の年齢構成別割合

～49歳

18%

60～69歳
30%

80歳～

6%

70～79歳

19%

50～59歳
27%

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

○水管理組合による管理作業内容○施設管理人による管理作業内容

草刈り
26%

保守・点検
12%

配水・分水

操作
32%

浚渫
16%

清掃
8%

6%

補修

※のべ作業時間に基づく分析

草刈り
5%

補修
4%

配水・分水操作

51%

浚渫
3%

清掃
19%

保守・点検
18%
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○管理業務の外部発注に掛かるコスト

地区の事例Ｉ

道水路保護組合は、 土地改良区から委託され、水路の草刈り、浚渫等の管理を実施Ｉ

道水路保護組合による草刈り、浚渫

専門業者への発注経費
・過去（H7）に発注したときの単価を用いて積算

( 管理面積 × 単価 [38円/m2] )

９４百万円

道水路保護組合への委託費

　３６百万円

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

64%

43%

35%

53%

23% 24%

0%

20%

40%

60%

80%

上位地区 中位地区 下位地区

イベント的な参画

日常的な参画
イベント的な参画

73%

日常的な参画
27%

注：それぞれ実施している地区数の割合

（実施地区数の割合）

○非農家の管理参画の状況

注：地区の重複を含めてその相対的な割合

○多面的機能の発揮に対する新たな要望

96

80

79

49

35

0 50 100

防火用水あるいは消流雪用水として利用
したいので、非かんがい期等において現
在通水されていない水路へも通水を実施
して欲しい

降雨時に水路への地表水の流入があり、
これをもっと安全に排水して欲しい

水路への家庭雑排水等の流入があり、通
水量を増やすなどして水質浄化を行って
欲しい

施設に水面がないと（通水されていない
と）良好な景観が損なわれるので、非か
んがい期等においても施設に水を貯留
（通水）して欲しい

水路等に稀少な生物種が生息しており、
非かんがい期等についても生息のための
流量や水深を確保して欲しい

（地区数）
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．今後の支援の方向Ⅲ

１．非農家の管理参画の枠組み作り

農業水利施設は、農業生産を支える基本的施設であり、国民に安定的な食料の供給

を行う農業生産面の役割だけでなく、水資源の涵養や洪水防止などの多面的機能を発

揮している 「土地改良長期計画」の基本的な方針にあるように、これら多面的機能。

、 。を 地域住民や都市住民を含めた国民各層が幅広く享受できるようにする必要がある

さらに、本事業を実施している２６７地区の地域は、食料供給の中核的な役割を果た

している大規模かつ優良な農業地域であり、今後とも、安定的な食料供給のための生

産を確保するためには、これまでに形成された農業水利施設の貴重なストックを適切

に保全していく必要がある。

農業水利施設の機能の発揮は、土地改良区による適正な維持管理の上に成り立って

いるが、組合員の減少、農家の高齢化及び都市化・混住化による管理負担の増嵩など

の要因により、その基盤が揺らぎつつある。このため、調査・設計の段階から、多面

的機能の発揮や省力的な管理が可能となる施設の整備を検討するなど、非農家が管理

に参加しやすい基盤を準備するとともに、環境維持、多面的機能という概念に価値を

置き、土地改良区の活動がこれら多面的機能の発揮にも重要な役割を果たしていると

いうことをＰＲしながら、多様な主体が一体となり、地域で施設を管理する仕組みを

構築する必要がある。特に、施設周辺の地域住民は、その施設の有する様々な多面的

機能の恩恵を受けており、受益と負担の不整合を解消すべく、非農家であってもこの

仕組みに参画することが求められている。

水路に囲まれた散居集落 地域の排水を受け入れる農業用水路

親水機能の発揮 良好な景観の形成
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地域住民の夫役による管理活動は、施設管理の重要な役割を占めるとともに、地域

のコミュニティーの形成に資するものであり、その管理活動の中で、農業や農業水利

施設の有する多面的機能に対する理解を深めていく必要がある。本事業の推進協議会

において、農業水利施設の有する多面的機能に対する理解を深め、非農家の管理参画

を促す活動を行っているが、それを実効あるものとするためには、土地改良区、集落

（ ） 。 、組織等のキャパシティ・ビルディング 能力の構築 が極めて重要となる このため

ＮＰＯ等を含めた関係者間での情報交流を促進するとともに、非農家の管理参画の先

進事例地区における情報を収集し、それらの分析・類型化を行い、普及に向けた情報

発信等の支援を積極的に行う必要がある。

平成１２年度より本事業を導入し、生き物調査の実施をはじめ、多面的機能を啓発

するための様々な取組みを推進することにより、アドプトシステムの導入やグラウン

ドワーク活動の実施など非農家の管理参画は着実に促進されているものの、現状では

「 」自治会による組織的な活動など非農家が自発的に管理に参加する 日常的な管理参画

よりも、土地改良区がクリーン大作戦のようなイベントを企画して、その都度管理参

加を呼びかける「イベント的な管理参画」が中心となっている。

今後、非農家の管理参画をさらに促進させるためには、このようなイベントを引き

続き実施しつつも、非農家の管理参画が安定的・継続的なものとなるよう、イベント

的な管理参画を日常的な管理参画へ発展させていく枠組み作りが不可欠である。

クリーン大作戦による清掃活動 自治会による定期的な管理活動

２．組織化、協定締結の促進

今後、非農家の管理参画を日常的、安定的かつ継続的なものとするため、非農家が

管理に参画するための組織化や自治会等と管理の役割分担を明確にした協定締結を促

進することは、極めて有効な手段である。
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組織化については、水管理組合など農家によって構成される既存の管理組織を非農

家を含めた組織へ再編することや地域住民、地元企業などが施設管理に参画するため

の新たな組織を設立することが考えられる。協定締結については、土地改良区が地域

、 、住民の要請に応えて多面的機能が発揮されるような管理操作を実施し それに対して

地域住民が施設の管理活動に参加するというような施設管理の役割分担等について、

自治会組織を活用して合意形成を図り、その内容の約束をすることが考えられる。

しかし、実際に非農家の管理参画を得ることは、簡単に実現するものではない。平

地の混住化の進んでいる地域では、非農家が管理に参画する様々な枠組みを構築でき

ることが見込まれるが、中山間地域などのように農家の占める割合が高い地域では、

非農家の管理参画はあまり期待できない面もある。このため、中山間地域等直接支払

制度等により集落共同活動を活性化させるとともに、棚田クラブやワーキングホリデ

ー等の都市部の住民との連携といった多様な取組みを進めていくなど、地域の状況に

応じた対応をとることが必要である。

組織化や協定締結を実現するにあたって、発揮する多面的機能や非農家の管理参画

、 、の方法は施設によって異なるため 組織化や協定締結の方法も施設ごとに様々であり

本事業を実施する地区全体で一つの組織化や一つの協定に取り込んでいくことは非常

に困難と考えられる。

むしろ、非農家の管理参加の状況や地域住民の多面的機能の発揮に対する要請等地

域の情勢に応じて、組織化や協定締結が実現可能な範囲で、換言すれば地域住民が多

面的機能の享受を実感できる範囲で、段階的に取り組み、その活動を地区全体に広げ

ていく方法が現実的である。

頭首工
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分水工

組織化、協定締結のイメージ

生活排水

分水工
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土地改良区、地元企業、町
が役割分担を明確化した上
で、草刈りや清掃を実施

アドプトシステムの導入
組織化

協定

非農家も含めた水管理組合に再編
し、水路の維持管理を実施

水管理組合の再編

組織化

土地改良区と集落が連携して
非かんがい期の通水を確保

協定

防火用水機能の発揮

・分水工の操作を補助
・用水路の草刈り、清掃

自治会の参画

協定

地域住民が
「○○池を守る会」を組織
・水位、水質観測
・池の草刈り、清掃

地域活動団体の参画

組織化

市民農園
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３．効率的な事業の実施

多様な行政ニーズに対応した公共サービスの供給を行うためには、行政に民間の手

法やノウハウを導入することが必要である。一方、現在、地方公共団体等では対応で

きないきめ細かな役割を担うことが期待されているＮＰＯ等との協働により公共サー

ビスを提供する取組み（ＰＰＰ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ）が注目を集めて）

いる。

本事業の導入によって、地域住民の多面的機能に対する関心が高まる中、土地改良

区が多面的機能に関する啓発活動を行うことにより、地域住民自らが管理活動に参画

するための組織が設立されるなど、その取組みが促進されており、本事業はＰＰＰの

一例といえる。今後、このようなＰＰＰによる活動がコミュニティー形成の核となる

ことが期待されている中で、本事業の継続によりＰＰＰの取組みをさらに促進させる

ことは、効率的な管理体制を構築する上で重要である。特に、土地改良区は、行政と

企業、ＮＰＯ、自治会などのパイプ役となり、地域住民等の管理参画を促していくな

どＮＰＯ的な役割を新たに担うことも求められている。

平成１２年度より本事業を導入し、都市化・混住化等に対応するための管理体制

の整備を実施してきたが、今後は、さらにステップアップし、農業水利施設の多面的

機能を適切に発揮させるため、土地改良区に対する支援の充実を含めた地方公共団体

の役割を明確にするとともに、ＰＰＰの推進によるコミュニティー活動の促進などに

より、施設を地域の共有財産とみなし、地方公共団体の支援も得ながら地域が一体と

なって管理する枠組みを構築していくことが必要である。また、この場合に、農家と

地域住民との役割分担を明確化した上で、協働の視点がその取組みを安定的に継続す

る上で重要となる。

地域活動団体による清掃 地域住民と一体となった管理活動
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本事業は、国営造成施設等を管理する土地改良区の体制を強化するとともに、それ

ら施設の有する多面的機能の発揮を広範囲に促進させるなど相当の効果をあげてい

る。今後、国の財政状況が厳しく、予算が限られている中で、さらに効率的な事業と

することが必要である。

このため、事業主体である県は、それぞれの地区において、地域全体で施設を管理

する枠組みを構築するための組織化や協定締結の目標を設定し、国は、その目標の実

現に向けて事業を実施する地区に重点的に支援するなど、効率的な事業の実施に努め

ることが必要である。また、事業の執行にあたって、事業の効率化を促進するため、

各地区ごとに、設定された目標がどの程度達成されているか進捗状況を把握し評価す

る仕組みを検討する必要がある。

農業・農村の有する多面的機能については、流域の上流、下流といった水の循環や

地域の連携といった視点が重要であるとともに、自然環境や農村に存在する守らなけ

ればならない資源に着目して、都市と農村の共生といった大きな視点で捉えることも

必要である。

国営造成施設等の基幹的な農業水利施設については、本事業により、施設の管理に

係る組織作りやこれを通じたコミュニティー活動の活性化が促進されているが、団体

営やそれ以下の施設についても同じような問題があり、それを解決するための施策が

必要である。

農業水利施設の有する多面的機能の発揮や施設の管理体制の整備等を図る観点か

ら、基幹的な農業水利施設に対する本事業を推進するにあたって、地域の農地・農業

用水等の資源に対する施策と連携して実施することによって、非農家の管理参画をは

じめとして、より効率的な事業運営や効果の発現が期待できる。

水田の広がる田園風景 小学校の参画

集落による末端施設の管理活動


